
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等につ 

いて 

 

     輸出注意事項１９第３１号（19.10.11・平成 19･10･04 貿局第 1号） 

改正①輸出注意事項２０第１６号（20.6.16） 

②輸出注意事項２０第１８号（20.8.18） 

③輸出注意事項２０第３７号（20.12.26） 

④輸出注意事項２１第７号（21.3.5） 

⑤輸出注意事項２１第１５号（21.4.20） 

⑥輸出注意事項２１第４１号（21.11.18） 

⑦輸出注意事項２３第１６号（23.9.16） 

 

絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請要領等について（昭和５５年

１１月１日付け５５貿局第３９８号・輸出注意事項５５第１７号）において規定する絶滅

のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の締約国等は、平成１９年１０月

１１日から下記のとおりとなります。 

なお、平成１１年１２月１７日付け「（公示）ワシントン条約に係る管理当局及びこれに

準ずる当局の指定について」は廃止します。 

 

記 

 

１ 締約国 

  アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼン

チン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン共和国、バハマ、

バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、

ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、

ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央

アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国（香港及びマカオを含む。）、コロンビア、コ

モロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロ

ス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エ

クアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオ

ピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガ

ーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュ

ラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イ

スラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キ

ルギス、ラオス、ラトビア、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトア

ニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、マリ、マルタ、モーリ



タニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロ

ッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、

ニカラグア、ニジュール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、

パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルト

ガル、カタール、大韓民国、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・

ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリ

ンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポ

ール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、

スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タ

イ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、

トルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆

国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザン

ビア、ジンバブエ 

 

２ 締約国でない国又は地域であって、条約に係る管理当局に準ずる当局を持つ国又は地

域 

  アンドラ、アンゴラ、バーレーン、クック諸島、北朝鮮、フェロー諸島、ハイチ、イ

ラク、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア、タジキスタン、台湾、トンガ、ター

クス・カイコス諸島 

 


